
魚津市告示第133号 

 

魚津市健康診査実施要綱の一部改正について 

魚津市健康診査等実施要綱（平成15年魚津市告示第55号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

令和８年５月13日 

 

魚津市長　　村椿　晃　　



 改正後 改正前

 第１条　（略） 第１条　（略）

 （種類及び項目） 

第２条　健康診査の種類及び項目は、次に掲げるものとする。 

（１）・（２）　（略） 

（３）　歯周病検診 

（４）　（略） 
（対象者） 

第３条　対象者は、魚津市内に住所を有する者であって、当該健康診査年度の

満年齢が次表に掲げる年齢のものとする。ただし、勤務先等で健康診査を受

けることができる者を除く。 

（種類及び項目） 

第２条　健康診査の種類及び項目は、次に掲げるものとする。 

（１）・（２）　（略） 

（３）　歯周疾患検診 

（４）　（略） 
（対象者） 

第３条　対象者は、魚津市内に住所を有する者であって、当該健康診査年度の

満年齢が次表に掲げる年齢のものとする。ただし、勤務先等で健康診査を受

けることができる者を除く。 

 （実施方法及び実施期間） 

第４条　健康診査の実施方法及び実施期間は、次に掲げるとおりとする。 

第５条－第８条　（略）

（実施方法及び実施期間） 

第４条　健康診査の実施方法及び実施期間は、次に掲げるとおりとする。 

第５条－第８条　（略）

 種　　類 項　　　　目

 歯周病検診 問診及び歯周組織検査

 種　　類 対　　象　　者

 （略）

 歯周病検診 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者

 （略）

 種　　類 項　　　　目

 歯周疾患検診 問診及び歯周組織検査

 種　　類 対　　象　　者

 （略）

 歯周疾患検診 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者

 （略）

 種　　類 実施方法 実施期間

 （略）

 歯周病検診 医療機関施設検診 ６月から２月まで

 （略）

 種　　類 実施方法 実施期間

 （略）

 歯周疾患検診 医療機関施設検診 ６月から２月まで

 （略）



附　則 

この告示は、公表の日から施行する。


